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はじめに

東京電力福島第一原発の事故に遭遇して，私は
本誌で，反原発は反技術（反科学）か，科学価値
中立の主張は正しいか，という二つの問いかけを
した 1）．後者の問題は，科学者は真実だけを追究
するのであって，原発の是非のような価値の問題
には触れない，という意見への批判であった．
この問題提起をきっかけにさまざまな意見が本
誌に寄せられた 2）．それらの討論が，原発事故に
対する日本科学者会議（JSA）の路線決定に大い
に寄与した，と評価している．

2014年 5月の JSA第 45回定期大会は，｢原発
と核兵器は，技術的にも政治的にも緊密な関係が
ある．安全で平和な原発開発はない．こうした問
題のある原発は再稼働することなく即時廃止すべ
きである」と決議した 3）．この決議には「原子力
の平和利用」の拒否が含まれている．
上記の決議で，原発に対する科学者の価値判断
は当然行われるべきであり，原発ゼロの主張は反
技術とは無縁である，ということが確認された．
私の最初の問題提起は，二つとも原則的な解決を
みたはずであった．
にもかかわらず，｢科学価値中立」についての
議論が，本誌で未だに続いている 4）．しかもそれ
らが，会員相互の批難的論調さえ帯びてきたよう
に見受けられる．ここでいったん立ち止まって， 
問題を整理する必要があると考えた．

そこでまず，価値中立の概念をいま一度明確に
し，ついで，科学の価値中立説から「科学価値中
立神話」への変貌，そしてその崩壊にふれた後，
本誌に登場した科学価値中立擁護論に対する批判
を行いたいと思う．

1　価値中立とは

一般に良い物（もの・こと）には価値があり，
悪い物には価値がない，と評価・判断される．し
かし，価値の評価では，普通，“よい・わるい ”
の両方を「価値」とする．“よい ”はプラス価値，
“わるい ”はマイナス価値である .
価値の評価では，対象（もの・こと）と評価す
る人間主体（個人が基本）との関係が問題となる．
最終的な価値判断は，人間主体と対象の相互の性
質の複雑な絡み合いの結果である．
生活している個人の身の回りにある物・生起す
る事象のすべてが，価値評価の対象になる．評価
は基本的には個々人の主観（評価基準）に基づく
ため，同じ対象に対する価値評価が人によって分
かれる．
好き嫌い，快不快，便不便，正義不正義，名誉
不名誉，愛憎，美醜，善悪，損得，清濁，真偽，
聖俗，などのプラス価値とマイナス価値の選択で
人は，プラス価値を求めて行動する．
しかし，このようなプラス価値とマイナス価値
の評価も人によってさまざまで，ある人には“美 ”
であっても他の人にとっては “醜 ” である場合も
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ある．
もともと上に挙げたいずれの価値も，一律には
定義できない．価値は，人によって異なり，多く
の場合，選択自由である．
一方で，価値選択の自由がなく，価値評価でき
ない・してはならない対象が存在する．これらの
対象は，価値から離れている，あるいは価値が排
除されている，という意味で，「価値中立」，「没
価値」，「価値自由」などと呼ばれている．ここで
はこれらを同義語とみなし，「価値中立」を用い
ることにする．
すなわち，「価値中立」を，価値の選択あるい

は評価が，停止あるいは禁止された状態を意味す
る用語として定義する．
親は取り替えることができず，選択の自由がな
いので価値中立と考える．大切に思うことと価値
中立は別の概念であることに留意したい．同様に，
宇宙のような自然も価値中立とみなされる．
科学的「真理」は，すべての人にとって “真 ”

であり，価値選択の自由もなく，評価の対象には
ならない，と多くの人が信じている．また，圧倒
的な力でわれわれを支配する社会制度も，「自然」
や「真理」と同様，価値中立とされる．
敬虔な信仰者にとって，神は信仰の対象であっ
て，価値評価の対象ではない．信仰の世界では，
神は絶対価値の真理であり，価値中立である．
戦前の日本では，天皇は価値中立とされた．「天

皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス」で，天皇を価値評
価することは犯罪であった．天皇は絶対価値とさ
れ，国民から価値評価の自由が奪われた．価値中
立の天皇制（社会制度）を転覆する「革命」は犯
罪とみなされた．
ところで，平和にも戦争にも使われる科学・技
術は，両刃の刀・デュアルユースで ｢価値中立」
である，としばしば言われる．
しかし，プラス価値もマイナス価値も「価値」

であった．科学・技術両刃論の多くは，階級間の
利害対立を表しているにすぎず，ここで定義した
｢価値中立」とは無縁であることに，注意してい
ただきたい．

2　科学の価値中立性

地球は丸い，地球が太陽の周りをめぐる，原
子核分裂反応で中性子が飛び出す，二重らせん
DNAの配列に遺伝暗号がある，というような科
学的事実は，客観的な「真理」と受け止められて
いる．
　「真理」には，価値選択の自由はなく，ことさ
ら「真理」を価値評価の対象にする必要もなく，
またできない，科学は「価値中立」である，とい
うのが世間一般の常識的見方である．
このような自然科学の価値中立的見方と，マッ
クス・ウェーバーの社会科学おける ｢価値中立」
の主張 5, 6）とが相俟って「科学価値中立説」が流
布するようになった．しかしながらウェーバーは，
もともと自然科学の価値中立を前提としながら，
社会科学研究における，事実認識と価値評価の峻
別を要求したのであった．
ウェーバーに大きな影響を与えたハインリヒ・

リッケルトは，価値を離れた自然と価値をおびた
文化とを区別し，科学を自然科学と文化科学に分
類した 7）．
日本の科学論の草分けである戸坂潤は，「歴史

科学的概念はその概念構成の過程に於いて価値的
̶文化価値̶であることを特色とする．処が之に
反して自然科学的概念は没価値的である」とリッ
ケルトの科学論を紹介した 8）．
現代の科学史家の村上陽一郎氏も「マックス・

ヴェーバーは，自然科＝学は人間のもつ価値観
̶（中略）̶からは『自由』であり，左右されな
いという判断の上で，他方，社会科学においては，
そうした『価値中立性』が実現されていない，と
考えていた」と述べている 9）．
このように，19世紀末から近年にいたるまで，
人文・社会科学と違って，自然科学に対する価値
中立の見方に，疑問をもたれることはなかった．
当然，自然科学研究において，事実認識と価値判
断の峻別が表立って問題にされることもなかった．
しかしながら，本誌上での科学価値中立に関す
る論争は，人文・社会科学ではなく，自然科学と
技術を主な対象としている．このような事態をも
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たらしたのは明らかに「原発安全神話」が，科学
の価値中立の伝統的観念に対して疑問を突きつけ
たからに他ならない．私は，科学価値中立説は誤
りである，と主張した（文献 4，宗川論文）．鰺
坂真氏も価値中立説を批判した（文献 4）．
それに対して，科学の価値中立はあくまで正し
いとする価値中立擁護論が展開された．曰く，「科
学者は価値中立ではなくさまざまな価値観を有す
るが，科学的真理は価値中立でなければならない」
（文献 4，嶋田論文），「科学は，それ自体としては，
事実認識の集積であって，いかなる価値評価も含
まない」（同，北村論文），「科学理論は，善用も
悪用もできる両刃の刀である．この事実と科学の
『理論的価値』とが科学の価値中立論の根拠であ
るが，宗川はそれを認めないようだ」（同，菅野
論文）．

3　科学の価値中立神話

20世紀の科学と技術の発展が，科学の価値中
立的見方を「価値中立神話」にまで神格化させた．
その経緯を以下に簡単に振り返ってみたい．
産業の機械化が進展する 19世紀半ば以降，科

学が社会制度化されるとともに，技術の科学化が
進行した．それはまた，科学の技術化でもあった．

20世紀の二つの世界大戦を通じて，軍事技術
の開発が科学と技術の融合を深め，同時に，国家・
独占資本による科学と技術の支配をもたらした．
米国の原爆開発の「マンハッタン計画」は，国家
による科学の総動員体制を極限にまで推し進めた．
第二次世界大戦は，科学戦争とまで言われた．ち
なみに「科学技術」は，戦時中に日本の技術官僚
によってつくられた用語であるが 10），いまやす
っかり定着した感がある．
敗戦後の日本の科学論・技術論をリードした武
谷三男は，科学と技術の関係が緊密になった原子
力時代においては，科学の無制約的発展こそが豊
富な技術がもたらす 11），として「技術とは人間
実践（生産的実践）における客観的法則性の意識
的適用である」と主張した 12）．
科学が価値中立なら，科学的技術も価値中立で，
その「客観性・真理性」は保障されていると期待

された．さらに 20世紀から今日に至って，科学
と技術は高度化し，専門性が著しく高まり，非専
門家をよせつけない聖域と化した．
科学と技術は「絶対価値」とされ，「科学価値

中立神話」が成立した．この神話は，科学と技術
に対する価値選択と価値判断の自由を人びとから
奪い取った．
戦中・戦後の国家・独占資本による，科学と技
術の総動員に当たって，価値中立神話は，国家・
独占資本のみならず研究者にも大きな「福音」を
もたらした．中立神話を信じる限り，科学や技術
の社会的・倫理的価値を問う必要がない．国家・
独占資本の豊富な資金で，研究者は安心して研究
にいそしむことができる（この状態は，現在進行
形で，今後ますます深化すると危惧される）．
　｢原子力の平和利用」は，「科学価値中立神話」
の一つであり，それが「平和利用神話」を生みだ
し，さらに「原発安全神話」へと変身した．
しかしながら，福島第一原発事故が「原発安全
神話」を崩壊させることになった．科学哲学の野
家啓一氏は，｢科学技術に関する『価値中立神話』
『安全神話』『信頼神話』などが砂上の楼閣にす
ぎなかったことが，白日のもとに晒された｣ と述 
べ 13），「神話」の崩壊を宣告した．

4　科学価値中立擁護論批判

　｢原発安全神話」の崩壊に当たり，私は，科学
の価値中立の観念は放逐されるべきである，と主
張した．それに対する科学の価値中立擁護論の論
点は，①科学は価値中立である，②科学研究は価
値中立でなければならない，③科学利用は価値中
立であってはならない，の 3点に集約された．
このうち③は，JSA会則に「科学の反社会的利
用に反対する」と謳われているとおり，JSAの活
動方針そのものであり，私も含め会員全員が承認
している．この会則には，科学の価値評価がすで
に含まれていることに注目していただきたい．
②の当為命題は，人文・社会科学分野と異なり，
自然科学分野では当然のことで，ほとんど問題に
されていない．勝手な価値判断に基づくデータの
ねつ造や好き勝手な解釈は研究不正であり，研究
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倫理上許されない行為である．その上，自然科学
上の不正行為は追試などの検証によって暴露され
る．問題は，結局，①の「科学は価値中立である」
という事実命題の妥当性に絞られる．
価値中立擁護論者は，科学と技術を分けて，科
学は価値中立だが，技術は「利用価値」があるか
ら価値中立ではない，と言う．しかしその一方で，
技術はデュアルユースの「両刃の刀」だから価値
中立である，とも言う．これは明らかに矛盾して
いる．
先にも指摘したとおり，科学・技術のデュアル
ユース論は，階級間の利害対立を表す場合が多く，
科学の「価値中立」とは無縁である．用語は定義
して用いないと混乱を招く．
ここに至って，価値中立擁護論者も含め全員一
致で，「技術は価値中立でない」と宣言できる．
ところで，価値中立擁護論者は，技術を客観的
法則性（科学的「真理」）の意識的適用とする武
谷の主張を支持する．がしかし，「価値中立」の
科学的「真理」からどのようにして「価値」ある
技術がつくられたかについては説明しない．
そもそも技術とは，「労働手段の体系」であっ

た 14）．原発は，自然科学的・工学的存在である
と同時に，社会科学的・歴史科学的な存在である．
原発事故と原発ゼロ運動を通じて，そのことを改
めて痛感した．原発は，核物理学の単なる応用で
はない．
科学価値中立論者は，科学的「真理」を価値評
価のできない不動のものと見る．この態度は，「世
界」を固定したものとみなす保守主義に通じ，変
革を信じる進歩的思想とは相容れない．

5　科学的「真理」

科学価値中立説の根拠は，科学の高度の客観性
（真理性）にあった．そのため，価値中立擁護論は，
科学的「真理」を価値評価の対象から排除し，「真
理」を選択する自由を否定し，科学は価値中立で
ある，と主張する．
また，認識活動による事実の集積が科学であっ
て，一歩一歩「真理」に近づいてきたと見る．し
かしながら，このような価値中立的な連続的集積

による進歩では「科学革命」を説明することがで
きない．
天動説から地動説，熱素説から酸化説，大陸不
動から大陸移動（プレートテクトニクス），創造
論から進化論，生命力からエントロピーなどなど
の ｢科学革命」は，「パラダイム転換」として見
るほうが，実際に研究を行っている科学者の意識
に適っている．
科学的「真理」とは，科学者が自発・強制を問
わず，価値ありと判断（価値評価）した課題につ
いて「確立された科学的枠組」の中で解析・研究
した結果のことと，私はみなしている．
科学の各分野には，それぞれ特有の研究方法と
しての「確立された科学的枠組」が存在する．ト
ーマス・クーンはそれをパラダイムと呼んだ 15）．
教師は，教科書や実習を通して「確立された枠組」
を学生に教え込み，彼らをその道の専門家に育て
る．私は生化学・分子生物学を教えた 16）．
科学の研究過程では，科学者は，さまざまな仮
説を立てる．これは，対象に対する価値評価であ
る．そしてその仮説を「確立された科学的枠組」
で検証する．
　「科学的枠組」はまた，科学的価値評価の基準
にもなる．この「枠組」は，その分野の従来の研
究経過から承認されたものであり，高い客観性を
帯びている．科学者が，もし，この「枠組」から
逸脱して自分の都合の良いように結果を勝手に改
ざん・ねつ造すると，それは研究不正になる．
科学の研究成果は「確立された科学的枠組」に
したがって検証可能である．これが科学の「客観
的真理」を担保している．STAP細胞がねつ造で
あったことは，現代の細胞分子生物学で確立され
ている研究手順で検証された 17）．
科学価値中立的「真理」の根拠は，実は「確立
された科学的枠組」にある．パラダイムは，個人
の主観を超えて成立し，客観性が高い．

6　生物学の革命

パラダイム転換の実例として，私の専門である
生化学のタンパク質パラダイムからDNAパラダ
イムへの転換を挙げてみたい．
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オズワルド・アヴェリーは，遺伝形質 S をもつ
細菌から，ある「化合物」を抽出し，それを遺伝
形質 R の細菌に入れ，遺伝形質を Sに変換させ
ることに成功した（1944年）．アヴェリーは，こ
の「化合物」はDNAであり，かつ遺伝子である
とみなした（価値評価）．しかし多くの科学者の
承認を得ることはできなかった．「化合物」のほ
とんどの成分はDNAであったが，微量のタンパ
ク質が含まれている可能性が排除できなかったか
らである．タンパク質パラダイムが支配的であっ
た当時では，微量なタンパク質が遺伝子であると
いう見方の方が科学的「真理」であるとみなされ
ていた 18）．
しかしながらジェームス・ワトソンとフラン
シス・クリックは，アヴェリーの「化合物」は
DNAで，DNAこそが遺伝子であると考えた（価
値の選択と評価）．そこでDNAの X線回折像か
ら，DNAの物理構造を明らかにしようとした．
DNAの X線回折像はモーリス・ウィルキンス

とロザリンド・フランクリンによって得られて
いた．二人は，当時の ｢X線回折解析学の枠組」
にしたがって得られた X線回折像から帰納的に
DNAの構造を導こうとした．しかしさまざまな
構造が可能となり，一つに絞ることはできなかっ
た．
一方，DNA こそが遺伝子の本体であると期
待（価値評価）していたワトソンとクリックは，
DNAが遺伝子的構造である相補的二重らせんで
あると仮定すると，DNAの X線回折像について
矛盾なく説明できることに気づいた．こうして
DNA二重らせんモデルが誕生した（1953年）19）．
いったんDNAが遺伝子的構造をしていること
がわかると，アヴェリーの「化合物」がDNAで
あることがたちまち承認され，遺伝子がDNAで
あることが科学的「真理」として受け止められる
ようになった．DNA二重らせんモデルが，生化
学のタンパク質パラダイムからDNAパラダイム
への転換をもたらし，分子生物学を誕生させた．
当時，これは「生物学の革命」といわれた 20）．
科学的事実認識における価値評価を認めない価
値中立説に立つと，科学の発展のこのようなダイ

ナミズムを理解することができない．

7　反科学論

科学価値中立擁護論者は，科学の価値中立を否
定する者は反科学に通じると，論難する．「原子
力の『平和利用』は『天使の贈り物』だが，『軍
事利用』は『悪魔の企み』だ．両者を区別せず，
核物理学を『絶対悪』と切り捨てて意に介さない
宗川氏には驚かされる」（文献 4，北村論文）．
価値中立の立場では，もともと科学を価値評価
の対象にしないので，核物理学が “悪 ” であると
いうような判断を下すことはない．ところが，反
科学論者は，科学を価値評価の対象にし，その上
で人間に害をもたらす核兵器や原発をつくり出し
た核物理学を “悪 ” と評価し，断罪する．しかし
ながら反科学論者には，「階級価値」という価値
評価基準がない．そのため，核兵器や原発の開発
が，国家・独占資本による核物理学と核物理学者
の総動員の結果であることに理解が及ばない．
核兵器や原発は，われわれにとっては「マイナ
ス価値」以外の何ものでもない．しかしながら核
保有国の政府，日本の政府・財界・電力会社にと
っては，「プラス価値」である．それゆえ，核兵
器・原発を両刃の刀・デュアルユースの「価値中
立」とみるわけにはいかない．これは明らかに階
級間の利害対立である．
核物理学の発展は，原子の構造を極めたいとい
う科学者の価値判断による．核兵器や原発の開発
は，国家・独占資本による核物理学の意識的な適
用でもある．核物理学は決して価値中立ではない．
国家権力や資本家が，科学の価値評価を放棄す
ることは絶対ない．それに対して，われわれ科学
者が，価値中立説に惑わされて科学の価値評価を
放棄したらどうなるだろう．科学の権力独占も反
科学も，告発できないことになる．

おわりに

本稿で私は，価値中立とは，価値の選択あるい
は評価が，停止あるいは禁止された状態のことで
あると指摘し，科学の価値中立は「神話」であっ
て，科学的「真理」をも価値評価の対象にすべき
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である，と主張した．科学価値中立説は，権力に
よる科学・技術の独占を覆い隠すイチジクの葉に
もなっている．
　「批判」と「客観」は科学の二大精神であった．
JSA会員は，科学的批判精神を発揮し，専門分野
の枠を超えて，科学価値中立説の妄言に惑わされ
ることなく自由闊達に，科学的「真理」をも価値
評価の俎上に載せていこうではではないか．それ
がむしろ科学の客観性を高め，科学を人類進歩に
奉仕させる道につながる．
野家氏は，「近代以降『科学知』に刻印されて
きた聖痕は剥ぎ取られ，それは数ある『物語り的
知』と併存すべき一つの『語り』として位置づけ
られることになる」21）として，価値中立の「科
学主義」を退けた．
カナダの科学史・科学哲学のヘザー・ダグラス
も，冷戦の影響下で成立したアメリカの ｢科学価
値中立説」は今や崩壊の時期を迎えた，と指摘し，
以下のように述べる．
　「価値中立説への信頼は無用な混乱をもたらし
てきた．科学者たちはこれまで，倫理的・社会的
な価値を少しでも考慮することは，とくに科学的
根拠を評価するときにそれらの価値の混入を認め
ることは，科学の規範性や信頼性を損なうと考え
てきた」22）．
権力が学問研究の自由を侵害し，軍学共同を推
進しようとしている今こそ，科学・技術を積極的
に価値評価する必要がある．
われわれは，科学者として 23）国民 99％に依拠

しつつ，核兵器や原発の即時完全廃棄を要求する，
科学・技術の軍事利用を断固拒否する，それが科
学者の社会的責任ではないだろうか．
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